
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 参加費：１０，０００円(1事務所につき2名まで参加可能)アコード租税総合研究所・ファルクラム会員は無料 

<会場>アイエヌジー生命 トレーニングセンター（ホテル ニューオータニ ガーデンコート 27階） 

<住所> 東京都千代田区紀尾井町4-1（赤坂見附駅・永田町駅より徒歩３分）   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 主 催 ： 一般社団法人ファルクラム ( http://ful-crum.info/ )   

共 催 ： 一般社団法人アコード租税総合研究所 ( http://www.at-i.info/) 

協 力 ： アイエヌジー生命保険株式会社 (http://www.ing-life.co.jp/ ) 

◆ お申込方法 事前申込制：必要事項をご記入の上ＦＡＸにてお申込み下さい。後日、ご連絡いたします。 

貴事務所名（ご芳名）  会員の方は○印 アコード・ファルクラム 

ご住所  

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

E-mail  

参加者 ① ② 

お問い合わせ：一般社団法人ファルクラム（E-mail：jimu@ful-crum.info） 03-5799-4588 (9～17時) 土日祝除く 
 

 

大淵 博義 

 
 
 
 
 
 
中央大学教授 
社)アコード租税総合研究所研究顧問 

【 著 書 】 
『法人税法解釈の検証と実践的展開』 
『最新判例による法人税法の解釈と
実務―法人税関係主要判例の解説』 
ほか多数 

酒井 克彦 
 
 
 
 
 
国士舘大学教授・法学博士 
社)ファルクラム代表理事 
社)アコード租税総合研究所所長 

【 著 書 】 
『スタートアップ租税法』 
『附帯税の理論と実務』ほか多数 

会計事務所所長 各位 

お申込みＦＡＸ番号：(H23.8.1変更) 03-5799-4597(随時受付) 
＜送信前にＦＡＸ番号を再度、ご確認ください。＞ 

会計事務所のリスクマネジメントをバックアップ！ 

租税専門家研究グループファルクラム 公開セミナー 

～判例を題材に条文の読み方の理解を深め、身近な実務に活かす～ 

先着５０名 

<日時> 2012 年 1 月 20 日(金) 開場 13:00 (13:30-16:30) 

 第 1 部：『税法の解釈適用と私法上の事実 
   ～租税回避行為の包括的否認規定の位置付け～』 
大淵博義 中央大学教授・アコード租税総合研究所研究顧問 
・租税回避行為を否認する包括的否認規定の適用において、現実に生じている
私法上の事実(法的、経済的成果)を否認して事実を創造する否認が行われて
いますが、その課税実務・裁判実務の問題点を検証いたします。 

第 2 部：『税制改正や最近の税務訴訟が税理士業務に
与える影響～加算税編～』 

酒井克彦 アコード租税総合研究所所長・ファルクラム代表理事 
・最近の重要税務訴訟を素材に、条文の読み方(文理解釈と目的論的解釈(縮
小解釈・拡大解釈)、立法者意思と法律意思、借用概念、例示列挙と限定
列挙など)を確認いたします。 

(社)ファルクラムは、租税正義を実現するための 
高度租税専門家の養成を目的とする団体です   

「ファルクラム（Fulcrum）」とは「要」「支点」という意味の英語です。そこには、
租税専門家としての「要」となる人材を養成したいという想いを込めております。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 詳しくはファルクラムホームページへ ＊＊＊＊＊＊＊＊ 

《講師》 

今回は、大淵博義教授をお招きして、税法の解釈適用と私法上の事実についてのご講演をいただきます。租税法
解釈論の第一人者である大淵教授は、問題点を分かり易く分析し、厳しく追及する論者として右に出る者はいませ
ん。実務的な観点から議論を展開される学者としても大変馴染みのある先生です。後半は、加算税について講義い
たします。納税者の権利を守る税理士が国税通則法を知らないわけにはいきません。税務署から調査の事前連絡が
あれば、自主修正申告をしても加算税が免除されることはないとお考えでしょうか。また、重加算税が課されるの
はいかなる場合でしょうか。明確に法律的にきちんと顧客に説明できますか？税務職員にどのように質問を投げて
いますか？税理士ならば当然知っていなければならない加算税に関する法律知識を判例を通じて確認いたします。 
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